
規程2－1 

におい協会規程第２号 

 

役員等に対する報酬及び費用弁償規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、社団法人におい･かおり環境協会（以下「本協会」という。）定款第

１６条第３項の規定に基づき、本協会の常勤役員の報酬並びにその他の役員・顧問

及び各種委員会委員（協会独自のものに限る。）（以下、「その他の役員等」とい

う。）の費用弁償について定め、適正な報酬及び費用弁償を図ることを目的とする。 

（常勤役員） 

第２条 常勤役員とは、役員の内、本協会を主たる勤務場所とするものを云い、報酬を支

給する。ただし、常勤役員の内、職員兼務役員には職員として給与を支払うことと

する。 

２ 常勤役員の報酬額は、予算の範囲内で俸給表（別表）により会長が定める。 

３ 常勤役員には、職員に準じた特別勤務手当、通勤手当及び特別手当を支給するこ

とができる。 

４ 常勤役員の定年は概ね満６５歳とし、定年に達した日以降の理事会開催月の月末

をもって退職とする。 

  ただし、業務上の都合により特に会長が必要と認めた者については、理事会の承

認を得、かつ勤務条件及び給与条件を付して延長することができるものとする。な

お、この場合で、報酬が減額する場合および非常勤となる場合は新たな採用と見な

すものとする。 

５ 常勤役員が退職する（非常勤となる場合も含む。）場合には、職員に準じた退職

金を支給することができる。 

（その他の非常勤役員等） 

第３条 その他の役員等には、その地位にあることのみに基づいては報酬を支給しない。 

２ 前項にかかわらず、役務の提供に対しては、予算の範囲内で常勤役員の報酬額（別

表）および勤務条件等を勘案し会長が定めた報酬を支払うものとする。 

３ 各種委員会に係る委員手当等は、別に定める委員手当・講師謝金等支払基準によ

り支払うものとする。 

４ 旅費交通費等の費用弁償は、出張旅費・交通費支払規程に基づき支払うものとす

る。 

（準用） 

第４条 常勤役員及びその他の役員等の報酬及び費用弁償の支払方法等については、この

規則に定めるもののほか、職員の給与規程等を準用する。 

 

附 則 



規程2－2 

１．改正後の規程は、平成１０年５月２０日から施行する。 

２．本規程は、平成１５年４月  日から施行する。 

 

（別表）  

          常勤役員等俸給表 

 

号 月    額 号 月    額 

１ ２００,０００ 11 ５３０,０００ 

２ ２５０,０００ 12 ５５０,０００ 

３ ３００,０００ 13 ５８０,０００ 

４ ３５０,０００ 14 ６００,０００ 

５ ３８０,０００ 15 ６３０,０００ 

６ ４００,０００ 16 ６５０,０００ 

７ ４３０,０００ 17 ６８０,０００ 

８ ４５０,０００ 18 ７００,０００ 

９ ４８０,０００ 19 ７３０,０００ 

10 ５００,０００ 20 ７５０,０００ 

 

（注） 

（１）号俸適用にあたっては、以下のことを留意し決定するものとする。 

１．定年者の採用は、定年前給与の概ね７０％以下とする。 

２．他の常勤役員及び職員とのバランス 

３．年金受給額等他の収入 

４．職務 

５．その他特殊事情 

（２）原則として定期昇給はしないものとする。 

ただし、会長が特に必要と認める場合は、任期更新時等に見直すものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 


